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平成27年７月１日

平成二十五年度決算に対する議決

一、本件決算は、これを是認する。

二、内閣に対し、次のとおり警告する。

内閣は、適切な措置を講じ、その結果を本院に報告すべきである。

１ 国等が補助金等を支出している大学等研究機関の公的研究費の不適正な会計経理に

関し、本院が警告決議等により繰り返し是正改善を促してきたにもかかわらず、その

後も国立大学法人、厚生労働省や農林水産省所管の研究機関において、不正受給等の

事案が相次いでいることは、極めて遺憾である。

政府は、不適正な会計経理が後を絶たないことを重く受け止め、所管が異なる複数

の研究機関で同種の事案が発生したことに鑑み、関係府省の連携を強化するとともに、

各機関における不正防止体制の整備状況に関するモニタリング調査を厳格に行うな

ど、不適正な会計経理の根絶に万全を期すべきである。

２ 歴史的・芸術的価値を有する文化財は、滅失又は毀損した場合の原状回復が困難で

あることから、十全の管理が必要であるにもかかわらず、平成27年１月の時点で、国

宝３件を含む国指定文化財である美術工芸品180件の所在が不明となっていること、

さらに同年２月以降、寺社等の文化財が油のような液体に汚損される被害が相次いで

いることは、遺憾である。

政府は、所在不明となっている文化財の追跡調査を更に進めるとともに、再発を防

止する観点から、文化財の所在を的確に把握できる体制を構築すべきである。また、

文化財の防犯・防火体制について、関係機関と連携し、より一層の強化を図るべきで

ある。

３ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所構内の排水路から汚染水が外洋へ流出して

いた事態、また、東京電力が当該排水路における放射性物質の測定データを10か月間

にわたり公開していなかったこと、経済産業省及び原子力規制委員会の本事案への指

導・監督が不十分であったことなどが明らかとなり、国民の信頼を失墜させたことは、

極めて遺憾である。

政府は、放射線データや汚染水等に関する情報公開体制の整備、汚染水漏えい等が

生じた際の対応策等について東京電力への指導を徹底するとともに、リスク管理体制

を抜本的に見直し、汚染水の処理が適切かつ着実に実施されるよう万全を期すべきで

ある。

４ 戦後最悪の火山災害となった平成26年９月の御嶽山の噴火等を受け、火山防災対策

の強化が求められる中、気象庁等において火山現象を一体的に評価できる体制が整備

されていないこと、火山の専門知識を有する人材が慢性的に不足していることなど、

火山の監視観測体制等に不備があったことは、看過できない。



政府は、火山噴火予知連絡会の提言等も踏まえ、気象庁及び大学等研究機関の一層

の連携強化、地方公共団体における火山防災協議会の機能強化、火山の観測・研究か

ら防災対策までを一元的に実施・調整するための体制の整備・拡充等を行い、火山災

害の未然防止に努めるべきである。

５ 北海道旅客鉄道株式会社（ＪＲ北海道）管内で多発した鉄道事故を受けて、平成26

年６月に本院が警告決議を行ったにもかかわらず、その後も同社管内で貨物列車の脱

線事故、青函トンネル内での発煙事故等が相次いだほか、ＪＲ東日本管内において山

手線の架線柱の倒壊事故等が、ＪＲ九州管内において特急列車が正面衝突寸前で緊急

停止した事故が発生したことは、極めて遺憾である。

政府は、重大事故の続発により、鉄道の安全性に対する国民の信頼が大きく揺らい

でいることを強く認識し、鉄道事業者の安全管理体制の更なる強化に向けた各種取組

に対し、改善状況をフォローアップするなど実効性のある指導・監査を徹底すべきで

ある。

６ 平成24年に発覚した防衛関連企業７社による過大請求事案以降、防衛省が防衛装備

品等の調達に関し、様々な再発防止策を講じているにもかかわらず、その後も同種の

事案が繰り返し発生し、会計検査院から再三にわたり指摘を受けていることは、極め

て遺憾である。

政府は、不適切な事案が後を絶たないことを深く反省し、調達関係機関の職員に対

する再発防止策の周知徹底や、防衛関連企業への実態調査とそれを踏まえた改善の要

求など、実効性ある取組を確実に実施するとともに、監査機能の充実・強化等を通じ

て調達の透明性、公正性を確保すべきである。


